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福生市議会公式フェイスブック運用方針 

 

 令和２年２月25日 

 

福生市議会が運営する公式フェイスブックアカウント（以下「市議会公式ア

カウント」という。）は、次の方針で運用しております。  

市議会公式アカウントの利用に当たっては、本運用方針の内容に同意の上、

利用ください。  

 

１ アカウント情報 

アカウント名：福生市議会（＠fussa.gikai） 

アカウントＵＲＬ：https://www.facebook.com/fussa.gikai/ 

 

２ 管理者 

福生市議会議長 

 

３ 運営者 

福生市議会事務局 

 

４ 目的 

福生市議会は、次のことを目的にＳＮＳにより情報発信をし、議会活動の透

明性向上に努めます。 

（１）情報発信力の強化 

（２）情報伝達手段の多様化 
（３）議会ホームページへのアクセス性の向上 
（４）議会情報の速報性向上 

 

５ 発信する情報 

市議会公式アカウントで発信する情報は、次のとおりとします。 

（１）本会議、各委員会の開催及び進行に関する情報 

（２）市議会の活動に関する情報 

（３）市議会ホームページに関する情報 

（４）その他、市議会からのお知らせ 

 

６ 発信する内容 

市議会として情報発信をするため、公平、中立な立場で発信します。 
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７ 対応時間 

原則として平日の午前８時３０分から午後５時１５分に、不定期に投稿します

が、会議の進行状況等により、この時間帯以外にも必要に応じて投稿する場合

があります。 

 

８ コメントへの返信等 

（１）市議会公式アカウントでは原則として情報発信のみを行います。 

（２）市議会公式アカウント上でのコメント（ご意見、ご質問等）に対しては、

原則として対応いたしません。 

（３）フォロー（登録）を受けた場合は、原則ブロック（拒否）はしないもの

とします。 

（４）市議会公式アカウントからは原則として「シェア」、「いいね」等の操

作は行いません。 

 

９ 知的財産権  

市議会公式アカウントに掲載した情報（文章、写真、イラスト等）に関する

知的財産権（商標権、著作権等の全ての権利）は、福生市議会あるいは福生市

議会以外の原著作者等に帰属します。 

また、市議会公式アカウントに掲載した情報について、「私的利用のための

複製」や「引用」など著作権法上認められた場合を除き、無断で複製・転用す

ることはできません。 

 

10 免責事項 

（１）市議会公式アカウントの投稿は細心の注意を払って行いますが、情報の

正確性、完全性、有用性については保障するものではありません。 

（２）福生市議会は、ユーザーが市議会公式アカウントを利用したこと、もし

くは利用することができなかったことによって生じるいかなる損害につい

ても、一切責任を負いません。 

（３）福生市議会は、市議会公式アカウントに関連して、ユーザー間またはユ

ーザーと第三者間でトラブル・紛争が発生した場合であっても、一切責任

を負いません。 

（４）福生市議会は、予告なく運用方針の変更や運用方法の見直し、利用の中

止等をする場合があります。 

 

11 その他 

 本運用方針に定めがない事項については、管理者が判断するものとします。 


